修学資金返還債務裁量免除申請書の記入方法について
１　本人欄には自分の貸与決定番号、住所、氏名の記入及び押印をすること。

２　中央の「第９条第　項の規定により」の空欄には、第１種修学資金の貸与を受けた者については、「１」と、第２種修学資金の貸与を受けた者については「２」と記入すること。

３　「返還未済の修学資金の額」欄には、返還又は一部免除を受けていない修学資金の額を記入すること。

　（以前に返還手続きも裁量免除申請も行ったことがなければ、貸与を受けた修学資金の総額を記入すること。）

４　「看護業務に従事した期間」欄には、勤務先における看護職員の種類、勤務先の名称、勤務期間を記入すること。勤務期間については、従事証明書に記載された期間と一致すること。
５　「返還が困難である理由」欄には、死亡その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難である場合にその旨を記入すること。
　　また、この場合にあっては、死亡した旨又は修学資金を返還することが困難であることを証するに足る書面を添付すること。

６　従事証明書中、本人決定番号、住所、氏名、生年月日及び職種は自分で記入すること。

　　中央から下の欄は勤務先に証明してもらうこと。

７　２箇所以上の施設において勤務したことがある場合は全ての勤務先に係る従事証明書を添付すること。
８　免許証の写しについては、修学資金の貸与を受けたときに在学していた課程に係る免許証のコピーを添付すること。また、進学をして他の免許証を取得した場合はその免許証のコピーも添付すること。

申請により裁量免除が決定されましたら、県から「裁量免除決定通知書」を送付します。
裁量免除決定通知書には、免除額と返還額が記載されておりますので、それに従って「返還明細書（様式第10）」を提出してください。
